
船舶事故調査報告書 

令和４年３月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 浸水 

発生日時 令和３年８月９日 １２時３０分ごろ 

発生場所 滋賀県近江八幡市長
ちょう

命
めい

寺
じ

町西方沖（琵琶湖南東部） 

岡山二等三角点から真方位００６°１.８海里付近 

 （概位 北緯３５°１０.１′ 東経１３６°０２.９′） 

事故の概要  プレジャーボートstyle
ス タ イ ル

は、帰航中、高波を受けて浸水した。 

事故調査の経過 令和３年８月２０日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート style、２.２トン 

 ２５３－３４８７７滋賀、株式会社 style 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 主機等に濡損、甲板上の構造物全般に破損 

養殖施設 固定用ロープの破断等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風力 ５、視界 良好 

水象：波向 南、波高 約１.５ｍ 

 本事故当時、台風９号が中国地方を北上しており、同台風は０９時

ごろ温帯低気圧に変わったものの、その勢力を維持していた。 

 近江八幡市には、令和３年８月８日２０時２２分に強風注意報が発

表され、本事故時も継続中であった。 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者３人を乗せ、遊走の目的で

出航したものの、波が高かったので、反転して帰航していた際、高波

を受け、湖水が船尾部の舷縁を越えて船内に大量に流入し、機関室が

浸水して主機が停止した。 

船長は、船内に流入した湖水を排水できず、主機も再始動できな 

かったので、１１０番通報を行った。 

本船は、風波に圧流されて養殖施設に漂着した後、転覆した。 

本船の乗船者は、全員が救命胴衣を着用しており、本船が転覆した

後、落水して養殖施設のブイ等に掴まっていたところ、来援した警察

の警備艇によって救助された。 

本船は、後日、所属マリーナが手配した船舶で同マリーナにえい
．．

航

された。 

船長は、台風９号が中国地方を北上していることを予め承知してい

たが、携帯電話で同台風から変わった温帯低気圧が中国地方を通過し

て日本海側に抜けたことを確認し、また、時折晴れ間が見られるよう

になったので、同低気圧の影響は小さいと思い、出航することとし



た。 

船長は、近江八幡市に強風注意報が発表されていることを知らな 

かった。 

分析 

 

 本船は、台風から変わった温帯低気圧の影響で波が高い状況下、船

長が、携帯電話で同低気圧が日本海側に抜けたことを確認するなどし

て同低気圧の影響は小さいと思い、出航したことから、反転して帰航

中、高波を受け、湖水が舷縁を越えて船内に流入し、浸水したものと

考えられる。 

原因  本事故は、本船が、台風から変わった温帯低気圧の影響で波が高い

状況下、船長が、携帯電話で同低気圧が日本海側に抜けたことを確認

するなどして同低気圧の影響は小さいと思い、出航したため、反転し

て帰航中、高波を受け、湖水が舷縁を越えて船内に流入し、浸水した

ものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、台風や台風から変わった温帯低気圧が通過した後であっ

ても、台風等の影響は広範囲に及ぶものなので、気象警報及び注

意報の発表状況や最寄りの観測所における気象、海象データを確

認した上で航行の可否判断を行うこと。 

 ・風波の影響を受けやすい小型船舶の船長は、強風注意報や波浪注

意報が発表されている場合は出航を控えること。 

 ・琵琶湖を航行する船舶の船長は、航行の可否判断を行う際、国土

交通省の川の防災情報 Web サイトから琵琶湖の海岸観測所におけ

る波高の観測値を確認すること。 

 


